
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第９５号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２６年７月１６日 １３時４０分ごろ 

発生場所 静岡県浜名湖の今切口南東沖 

 舞阪灯台から真方位２５５°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.５８′ 東経１３７°３６.２０′） 

事故等調査の経過 平成２６年７月２４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート shinsei
シ ン セ イ

、３.０トン 

２４２－３０７７５静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、ニ級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、浜名湖の今切口

沖で釣りを終え、約１０km/h の対地速力で今切口に向けて西進して

いた。 

 船長は、霧で視界が制限された状況下、ＧＰＳプロッターを見なが

ら操船していたが、今切口付近に近づいたので、操縦席の開口部から

体を乗り出し、目視による見張りをしながら操船していた。 

 本船は、平成２６年７月１６日１３時４０分ごろ砂浜に乗り揚げ

た。 

本船は、船長が、船外機をチルトアップさせ、マリーナに救援を要

請した後、沖に錨を入れ、高潮時を利用して船首に搭載されたウイン

チで錨索を巻いて離洲しようとしていたところ、通行人からの１１８

番通報を受けて来援した海上保安庁職員の支援を受けて離洲し、自力

でマリーナに帰った。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南西、風力 ３、視界 不良 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 船長は、平成２５年３月ごろに本船を購入し、５月～１０月にかけ

て週に１～２回乗船していた。 

本船が乗り揚げた場所は、砂浜で、船体及び船外機に損傷はなかっ

た。 

船長は、本インシデント当時、干潮時刻が近く、潮位が下がってい

ると感じていた。 

本船に搭載されたＧＰＳプロッターには、魚群探知、最浅表示レン



ジ（０～３ｍ）等の機能があった。 

海図（Ｗ１２１５）によれば、本インシデント発生場所付近の水深

は、約０～２ｍである。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、霧で視界が制限された状況下、浜名湖今切口に向けて西進

中、船長が目視による見張りを行っていたことから、浅所に接近して

いることに気付かずに航行して乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、霧で視界が制限された状況下、浜名湖

今切口に向けて西進中、船長が、目視による見張りを行っていたた

め、浅所に接近していることに気付かずに航行して乗り揚げたものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・低潮時には、陸岸から十分に距離を隔てて航行し、水深が浅い海

域を航行しないこと。 

・航行予定海域の水路状況を事前に調査すること。 

・ＧＰＳプロッターを活用し、船位を確認して航行すること。 

 


